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令和７年度西東京市図書館事業計画 

実施事業 

「西東京市図書館計画（令和６年～10 年度）」における６つの基本方針に基づいた具体的な取組を推

進します。令和７年度の事業は次のとおりです。 

 

【基本方針１】 資料の収集と保存を充実するために 

１ 外国語資料について、探しやすく、使いやすい書架づくりに取り組みます 施（1）①ア 

２ 
児童・生徒の調べ学習に役立つ資料の収集を継続し、適切な保存、除籍、入替を

行います 
施（1）①ア 

３ 
大活字本等ハンディキャップサービス資料の購入、除架等を進めて整備し、使い

やすい書架を維持します 
施（1）①ア 

４ 
地域館を中心に開架、閉架の整理を行い、レファレンス資料の適切な保存、除籍、

必要な資料の購入、入替を行います 

施（1）①ア 

施（1）②ア 

５ 
多くの方に読まれ、後世にも読み継がれるよう保存すべき資料の買い替えを積極

的に行います 
施（1）①イ 

６ 利用者のリクエストに応じて、音訳・点訳資料の作製、購入を行います 施（1）①ウ 

７ マルチメディアデイジーの普及のため、収集に努めます 施（2）①イ 

 

【基本方針２】 すべての市民に活用されるために 

１ 
有効な広報を行い、通常の資料で読書が困難な方へ大活字本、点字図書、デイジ

ー図書等の様々な形態の資料の提供の維持に努めます 
施（1）①ア 

２ 
宅配サービス、団体配送を通じて、来館が困難な方への読書支援の充実に努めま

す 

施（1）①イ 

施（1）①ウ 

３ 
日本語を母語としない市民のニーズの把握に努め、関係部署や地域で活動する団

体等と連携して、多文化サービスの取組を進めます 

施（1）②ア 

施（1）②イ 

４ テーマ別コーナーについて、資料以外の情報提供を積極的に行います 施（2）①ア 

５ 
「図書館を使った調べる学習コンクール」を開催し、身近な疑問、課題に取り組

む小・中学生を支援します 
施（2）①イ 

６ 
市民の自主的な学びを支援するための講演会、講座、展示等を実施し、市民の調

査、研究を支援します 
施（2）②ア 

７ 
課内研修等を通して図書館職員全体で知識を共有し、市民の相談に応じる能力の

向上に努めます 
施（3）①イ 

８ 図書館情報の効果的な広報に努めます 施（4）①イ 

９ 
次期図書館管理システムの更新に合わせて、新たな図書館ホームページの構築に

向けて取り組みます 

施（4）①ア 

施（4）①イ 

 

  



【基本方針３】 西東京市の文化・歴史を次世代に継承するために 

１ 
収集した資料を形態に合わせ、適切に装備し配架します。市民の活用につながる

ように、新たな資料について随時情報発信します 
施（1）①ア 

２ 
西東京市に縁（ゆかり）のある人物を広く周知するため、縁のコーナーを改善し

ます 
施（2）②ア 

３ 地域に関する講演会を実施し、地域に親しみを持つ機会を創出します 施（2）②イ 

 

【基本方針４】 未来を担う子どもの読書活動の支援するために 

１ 第５期西東京市子ども読書活動推進計画を策定します 施（1）～（3） 

２ 乳幼児とその保護者に向けて、わらべうた講座等を実施します 施（2）①ア 

３ 
絵本と子育て事業（ブックスタート）による絵本配布等や、ファミリー応援事業

を通して、子どもと保護者の読書活動を支援します 

施（2）①イ 

施（2）①ウ 

４ 
図書館利用のきっかけづくりとなる一日図書館員やバックヤードツアー等、体験

型のイベントを実施します 
施（2）②ア 

５ 
児童館等の施設及び放課後子供教室でのおはなし会等を実施し、子どもの図書館

利用につなげていきます 
施（2）②イ 

６ 
来館の少ないＹＡ世代が、図書館利用のきっかけとなるイベント（参加型ワーク

ショップ等）を開催します 
施（2）③イ 

７ 

ＹＡ向け調べ方案内（パスファインダー）を作成します。図書館ホームページへ

の掲載や「西東京市子ども電子図書館」への資料登録によって、パスファインダ

ーの活用を促します 

施（2）③ウ 

８ 

ＹＡ向け情報誌ＣＡＴＣＨについて、読者投稿用ポストを市内中学に設置するな

ど、市内中学生との連携を進めるとともに、ＣＡＴＣＨの認知度の向上に努めま

す 

施（2）③オ 

 

【基本方針５】 地域との協働、行政との連携を構築・向上するために 

１ 武蔵野大学との協働事業を推進します 
施（1）②ア 

施（1）②イ 

２ 庁内各部署との共催展示を実施します 施（2）②ア 

３ 
市内小・中学校において、社会教育課、公民館及び図書館が共同して、「まちなか

先生」を実施します 
施（2）②ア 

４ 
音訳者中級養成講座を実施し、新たに活動する音訳者を育成します。また、音訳

技術の向上のための専門研修を実施します 
施（3）①イ 

 

【基本方針６】 図書館サービスの基盤を維持するために 

１ 

都立図書館等が主催する専門研修への派遣や図書館内での指導、研修等を通して、

職員全体で知識や技術、情報を共有し、市民サービス向上につながるよう努めま

す 

施（1）②ア 

施（4）①ウ 

２ 次期図書館管理システムの更新に取り組みます 施（2）②イ 

 


